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（１）契約事務について

（１）契約事務について

令和7年度監査結果の改善措置状況

前回監査実施年月日

 ○ 監査結果

 ○ 改善措置状況

指定管理により運営される児童クラブの支援員処遇改善に関する追加の支払いに
ついて，本来は指定管理協定の変更により支出すべきところ，別個の業務委託を
新たに契約する不適切な方法で支出している。

原因：4月に遡って12カ月分の増額支給をする内容なので,当該年度協定に付随す
る変更協定（契約）とすべきところ，指定管理協定の変更ではなく単独契約で支
出を行った。

対応：令和5年度で指定管理を終了したため，当該契約については，令和6年度か
ら社会教育課との業務委託契約としており，適正な事務処理を行っている。

対策：契約，協定等の変更契約については，契約検査室などにも確認を行い，財
務規則及び財務マニュアルの順守を徹底し，基本協定などの再確認を実施する。


